
事務総局会議（第23回）議事録
画一

■

平成30年9月4日 （火）午前10時00分～午前10時56分日時

場所｜総局会議室

出席 今崎事務総長，中村総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，平田民事
局長兼行政局長，安東刑事局長，村田家庭局長，徳岡秘書課長兼広報課

長佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官
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平成30年度外国出張計画について

徳岡秘書課長説明（資料第1）

司法研修所事務局分課規程の一部を改正する規程の制定について

中村総務局長説明（資料第2）

平成30年秋の藍綬褒章受章者の内定について

堀田人事局長説明（資料第3）

平成30年度簡易裁判所民享事件担当裁判官等協議会の開催につい
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平田民事局長説明（資料第4）
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平成30年度外国出張計画

魑
1 国際会議

（1）第5回世界成年後見大会（韓国，約2日間） 【家庭局】

（2）韓国・司法研修院(JRTI)主催の国際会議（韓国，約2日間）

合計3人

裁判官2人

【司法研修所】

裁判官1人
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(平成30． 9． 4総一印）

司法研修所事務局分課規程の一部を改正する規程の制定について

(配布資料目録）

1 司法研修所事務局分課規程の一部を改正する規程

2理由

3 司法研修所事務局分課規程の一部を改正する規程新|日対照条文
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・
最
高
裁
判
所
規
程
第

第
三
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

司
法
研
修
所
事
務
局
分
課
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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す
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規
程
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こ

の 司
法
研
修
所
事
務
局
の
事
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め

規
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制
定
す
る
理
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で
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部
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規
程
新
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照
条
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（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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平成30年秋の藍綬褒章受章者名簿(内定）
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平成30年秋の藍綬褒章受章者名簿(内定）
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平成30年秋の藍綬褒章受章者名簿(内定）
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（平成30． 9．4民二印）

簡易裁判所民事事件担当裁判官等協議会の開催について

主催 (1)東京，札幌各高等裁判所

（2） 大阪，広島各高等裁判所

（3） 名古屋，仙台各高等裁判所

（4） 福岡，高松各高等裁判所

期日 平成31年1月から2月までの間の1日

場所 1(1)については，東京高等裁判所

1(2)については；大阪高等裁判所

1(3)については，名古屋高等裁判所

1(4)については，福岡高等裁判所

協議事項(1)簡易裁判所の本来的役割を踏まえ，訴訟事件の審理運営の更な

る改善を図るために庁として取り組むべき事項

（2） 民事調停の更なる運営改善を図り，その手続が適切に選択され

るようにする上で簡易裁判所判事が果たすべき役割及び庁として

取り組むべき事項

協議員 （1） 各地方裁判所の所在地にある簡易裁判所の民事事件担当裁判官

1人（できるだけ民事訴訟事件及び調停事件の両方を担当してい

る裁判官。なお，東京及び大阪の各簡易裁判所は民事訴訟事件担

当裁判官及び調停事件担当裁判官1人ずつ）

（2） 上記簡易裁判所を管轄する地方裁判所の民事事件担当裁判官1

人 ．

（3） 上記簡易裁判所を管轄する地方裁判所（東京，大阪，名古屋，

福岡及び札幌を除く。 ）の民事首席書記官又は民事次席書記官の

いずれか1人

（4）東京簡易裁判所の民事首席書記官並びに大阪，名古屋，福岡及
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､び札幌各簡易裁判所の首席書記官
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